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Bhagavatī Ārādhanā と白衣派文献

河 﨑 豊

´The Bhagavatī Ārādhanā and the Svetāmbar Jain Literature

Yutaka KAWASAKI

0．はじめに

´ヤーパニーヤ派とされるシヴァーリア（Sivārya）が著した Bhagavatī Ārādhanā［BhĀ］は、

・現在では空衣派のいわゆる代用聖典のうちの caranānuyoga1に配当され、断食死次第を中心テー

マとしつつ、同時にジャイナ教教義をも豊富に説く一大作品である。2000詩節を超える雄編であ

る BhĀ を、シヴァーリアがどのような知的源泉をもとに作成したのかを解明することは、重要

な課題である。どの程度 BhĀ にはそれまでのジャイナ教とは異なる独自要素が盛り込まれてい

るのか。BhĀ は全てシヴァーリアによって著されたのか。後代の付加はないのか。そもそもシ

ヴァーリアは BhĀ を「著した」のか、あるいは編者の如き役割だったのか。このような疑問に

答えるためには、シヴァーリアがいかなるバックグラウンドを有していたかについての知識が必

要である。しかし、この点について満足のいく解答を与えるまでには研究は進展しておらず、予

備的な研究の殆どが残されたままとなっている。就中、OKUDA（1975）が同じく空衣派代用聖

典の Mūlācāra 第5章に対し徹底的に行なったように、個々の記述についてそれと一致あるいは

類似するものを他の諸文献に探ること、簡単に言えば平行・類似詩節／文の一覧作成は、如上の

問題を考える上で避けて通ることのできない基礎作業であろう。この作業は、シヴァーリア以降

BhĀ がどのようにジャイナ教徒に受容され、後の文献に影響を与えてきたのか2を考察する際に

も欠かすことができない。

更に、この種の一覧作成は白衣派聖典の伝承問題にも寄与するであろう。現存白衣派聖典の伝

承が様々な次元で問題を抱えていることは、河﨑（2014a）で扱った通りである。その拙稿で筆

者は Uttarajjhāyā 第2章を取り上げ、現存する諸写本には見出されず、ただ諸注釈において引

・用の形でのみ提示される「別の読み pāthāntara」を、歴代注釈者たちがどのように処理するか、
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という視点から議論した。もちろん、これだけが白衣派聖典の伝承を考察するための唯一の手法

であるはずがなく、他にも様々なアプローチが試みられてきた。そのひとつが、白衣派聖典以外

の文献で引用される白衣派聖典と思しき記述を抽出する、という手法である。近年、渡辺研二は

この視点から幾つかの研究を公表した3。そこで用いられた白衣派聖典外の資料のひとつが、BhĀ

に対して同じくヤーパニーヤ派とされるアパラージタ（Aparājita）が記した注釈中で引用され

る諸記述である。白衣派聖典の伝承史研究に改めて問題提起をしたものとして、渡辺の諸研究は

極めて重要だが、シヴァーリア自身の記すところ ― つまり BhĀ 自身の記述までは踏み込んで

いない点に、研究の余地が残されている。

筆者はこれまでにも BhĀ の知的源泉を探るべく幾つかの基礎的な研究を公表してきた4が、本

稿は以上で述べた諸点を踏まえ、アパラージタと白衣派聖典との関係のみならずシヴァーリアと

白衣派ジャイナ教聖典との関係をも窺い得る一資料を提示した上で、そこから窺うことのできる

諸問題について議論する。

1．BhĀ1117‐1118

かつて LEUMANN（1934：3）が指摘し、先述した渡辺研二による諸研究でも明らかになった

通り、BhĀ に対するアパラージタの注釈が白衣派ジャイナ教聖典と思しき文献をしばしば引用

すること、そしてその記述が現存の白衣派聖典の対応箇所と齟齬することは、比較的よく知られ

た事実であろう。一方で、当のシヴァーリアが白衣派聖典についてどのような知識を有していた

かについて、我々の知識は貧弱なままである。もちろん、白衣派聖典の成立年代が未だ不透明な

こと5、またシヴァーリアに現在与えられている1世紀頃という年代も決定的ではない6現状では、

「シヴァーリアがいかなる白衣派聖典を知っていたか」という問いそのものが問題を含んでいる

とも言えよう。仮に BhĀ と白衣派聖典との間に明白な平行関係が見いだされる7として、一方か

ら他方への単純な影響関係を想定することはしばしば困難である。

従って、「シヴァーリアがいかなる白衣派聖典を知っていたか」という問いへの有効な答えを

求めるには、今のところは白衣派聖典（の少なくともある部分）がシヴァーリア以前に成立して

いたという仮定の上で、更にシヴァーリアが白衣派聖典からの引用であることを何らかの形で明

示しているか、あるいは白衣派聖典の存在を前提としていることが明確な記述を探し出すことが

必要になると思われる。実際にはこのような例を探すことは容易でないが、BhĀ1117‐1118は BhĀ

成立時に既に存在したスートラ（sutta）を前提としていることが詩節自身によって明示されて

いると考えられ、一考に値する。とはいえ、その記述をアパラージタの注釈と共に考察すると、

幾つかの問題が明らかになってくる：

・ ・ ・ ・desāmāsiyasuttam ācelakkam ti tam khu thidikappe /

・lutto ttha ādisaddo jaha tālapalambasuttammi //BhĀ 1117//
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・ ・ ・ ・ ・na ya hodi samjado vatthamittacāgena sesasamgehim /

・ ・ ・ ・tamhā ācelakkam cāo savvesi hoi8samgānam //BhĀ 1118//

承知の通り、維持規定における「無衣状態」という当の〔ことば〕は〔放棄すべき対象の〕一

・部のみに触れたスートラである。〔あるいは寧ろ9〕tālapalambaというスートラにおいて、そ

こで ādi という語が省略されているようなものである（1117）。そして、衣類のみの放棄によっ

ては自制者とならない。〔衣類のほかにも〕残余の諸々の執着物〔がある〕からである。従っ

て、「無衣状態」〔ということば〕は、あらゆる諸々の執着物の放棄〔の同義語として理解する

べきもの〕となる（1118）。

無所有の掟（aparigrahavrata）を説く冒頭に出現するこれら両詩節の内容は、BhĀ423でシ

ヴァーリアが示した情報が前提となっている。すなわち、BhĀ421‐422においてシヴァーリアは

・「正しい行を具えた者（āyāravam）」に対してオルタナティヴな定義を提示する。その第二の定

義10は「あるいは、アーチャーリヤが常に十種の維持規定に立脚し、教えの母たち11に結びついて

・いれば、この者は承知の通り、正しい行を具えた者である（BhĀ 422:dasavihathidikappe vā have-

・・ ・ ・jja jo sutthido sayāyario / āyāravam khu eso pavayanamādāsu āutto //）」というものである。こ

・こで言及される「維持規定 thidikappa」を分類したものが続く BhĀ423であり、「（1）無衣状態

ācelakka（2）指定食の放棄 uddesiya（3）寝床の維持の放棄 sejjāhara（4）王族からの施食の放棄

・・rāyapimda（5）敬意を示す行動の実践 kiriyamma（6）禁戒の維持 vada（7）女性に対する優位

・・ ・ ・性の維持 jettha（8）反省 padikkamana（9）雨季の定住期間以外に一ヶ月以上同一箇所に留まる

・ ・・ことの放棄 māsa（10）雨季の定 住 pajjosavanakappa（ācelakk’-uddesiya-sejjāhara-rāyapimda-

・・ ・ ・ ・ ・kiriyamme / vada-jettha-padikkamane māsam pajjosavanakappo //）12」であるとされる。BhĀ の

中で第423詩節以外に維持規定について述べるものは見当たらないから、1117詩節の1行目でシ

ヴァーリアが「維持規定における「無衣状態」という当の〔ことば〕は〔放棄すべき対象の〕一

部のみに触れたスートラである」と言う時のスートラとは、BhĀ423を指すと理解するのが最も

無理がない。

そして、BhĀ423で述べられる十種の維持規定の冒頭を飾る ācelakka は、文字通りの単なる「無

衣」ではなく、放棄すべき対象の一部だけに触れていると理解するべきこと、あるいは、この表

現には ādi が省略されており、実際には衣を含めたあらゆる執着対象の放棄が含意されていると

理解するべきだ、というのがシヴァーリアの主張であり13、ādi が省略されていることの教証と

・してシヴァーリアが引用するものが、tālapalambasutta なる第二のスートラである。

・tālapalamba という語は、現行 BhĀ ではこの詩節にのみ出現する。また筆者が確認した限り、

BhĀ の他の詩節において当該語を暗示させるような内容を持つものも、見出すことができない。

・よって、BhĀ1117の1行目に現れた sutta が BhĀ423を指していたのとは異なり、tālapalam-

basutta とは BhĀ 以外の何らかの資料から、シヴァーリアによって教証として引用されたもの

・である可能性を考えねばならない。では、tālapalambasutta とは何なのか。

―17―



2．アパラージタ注

ここで、1117詩節に対しアパラージタが示した理解14を確認しよう：

・ ・ ・ ・ ・ ´... celagrahanam parigrahopalaksanam, tena sakalagranthatyāga ācelakyasabdasyārtham iti. tā-

・ ・ ´ ´・ ・ ´lapalambam na kappadi ti sūtre tālasabdo na taruvisesavacanah, kin tu vanaspatyekadesas taru-

´・ ・ ・ ・ ・ ・ ・visesa upalaksanāya vanaspatīnām grhītah. tathā coktam Kappe:

・haritatanosahigucchā gummā vallī ladā ya rukkhā ya /

・ ・ ・ ・・evam vanapphadīo tāloddesena āditthā //

tāledi daledi tti va taleva jādo15tti ussido va tti /

・ ・ ・ ・ ・ ・tālādino taru tti ya vanapphadīnam havadi nāmam //

…cela という表現は parigraha を暗示している。それゆえ執着の対象（grantha）16全体の放棄

・ ・が ācelakya という語の意味である。tālapalambam na kappadiというスートラにおける tāla と

いう語は、特定の樹木〔を意図した〕言葉ではなく、植物〔一般〕の一部としての特定の樹木

が、〔他の〕諸植物を暗示するために表現されているのである。そして同様に、『カッパ』では

〔以下のように〕述べられている：

『野菜、草、薬草、藪、茂み、蔓、蔦、諸々の木 ― このように諸々の植物が tāla という

言及によって示されている。「～が打つ」あるいは「～がはじける」というのが tala に他な

らず17、「生じた」あるいは「生長した」という〔意味である〕。tāla などの木という諸々の

植物の名称となる』

・ ・ここでアパラージタは、問題となるスートラが tālapalambam na kappadi という文章である（少

なくともそのような文章を含む）ことを明示した上で、tāla を単一の植物を示す語としてではな

く、「ターラなどの木」という諸々の植物を指す総称として理解するべきである、という Kappa

・ ・なる韻文文献を引用する。この Kappa からまず想起されるのは Brhatkalpabhāsya［BKBh］か、

・ ・ ・あるいはその注釈先である Brhatkalpa［BK］であろう。そこで tālapalambam という語を調べ

てみると、既に校訂者である Kailaschandra Shastri が参照を促す通り、BK の冒頭である1．1‐5

に件の語を含む一連の記述が存在することがわかる。

3．BK1．1‐5

BK1．1‐5の内容は以下の如くである：
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・ ・ ・no kappai nigganthāna vā nigganthīna vā āme tāla-palambe abhinne padiggāhettae（BK1．1）

ジャイナ教男性修行者たちであれ、ジャイナ教女性修行者たちであれ、熟しておらず、断たれ

ていない、ターラ樹（オオギヤシ）からぶら下がるもの18を受け取ることは適切ではない。

・ ・ ・kappai nigganthāna vā nigganthīna vā āme tāla-palambe bhinne padiggāhettae.（BK1．2）

ジャイナ教男性修行者たちであれ、ジャイナ教女性修行者たちであれ、熟しておらず、断たれ

ている、ターラ樹からぶら下がるものを受け取ることは適切である。

・ ・ ・kappai nigganthānam pakke tāla-palambe bhinne vā abhinne vā padiggāhettae（BK1．3）

ターラ樹からぶら下がるものが熟していれば、〔それが〕断たれているものであれ、断たれて

いないものであれ、ジャイナ教男性修行者たちが受け取ることは適切である。

・ ・no kappai nigganthīnam pakke tāla-palambe abhinne padiggāhettae.（BK1．4）

熟しており、断たれていない、ターラ樹からぶら下がるものを、ジャイナ教女性修行者たちが

受け取ることは適切ではない。

・ ・kappai nigganthīnam pakke tāla-palambe bhinne padiggāhettae, se vi ya vihi-bhinne, no a-vihi-

bhinne.（BK1．5）

熟しており、断たれている、ターラ樹からぶら下がるものを、ジャイナ教女性修行者たちが受

け取ることは適切である。その〔断たれたもの〕も、規定に基づいて断たれたもの〔の受持は

適切〕であり、規定に基づかずに断たれたもの〔の受持は適切〕ではない19。

ここでの主題は、tālapalamba を受け取る際の適不適を、受け取り手が僧か尼か、tālapalamba

が熟しているか熟していないか、またそれが未切断か切断済みか、という視点から分類してその

基準を示したものであるから、これら一連の文章は「tālapalamba というスートラ」と呼ばれる

資格を具えている。更に管見の限り、tālapalamba に主題を絞って議論を行なうものは、白衣派

聖典ではここ以外に見当たらない。ゆえにシヴァーリアの引用に限定すれば、彼が予想している

スートラが実際に BK1．1‐5であるという想定は許されるだろう20。つまり、シヴァーリア以前に

BK は既に現行の形態を持って成立しており、彼は実際に白衣派聖典としての BK を見ていたと

いう可能性である。

しかし、アパラージタ注が引用する文章を考慮すると、そのような想定は留保せざるを得ない

・ ・ようにも思われる。最初の問題は、アパラージタが引用する tālapalambam na kappadi という一

文が、そのままの形では BK には見出されない点である。勿論、様々な推測が可能ではある。例

えば、シヴァーリアが知っていたスートラと、アパラージタが参照し得たそれとでは読みが異なっ

ていた可能性である。また、アパラージタが本来は BK の如き読みであった文章の順序を故意に

入れ替え、更にそれを省略して提示したという可能性も考えられる ― かかる改変をアパラージ

タ自身が行なった理由を推定することは難しいが。

もうひとつの問題は、アパラージタの引用に見られる“kappadi”である。この語形が Ardhamā-

・・gadhī でも Jaina Māhārāstī でもないこと、つまり白衣派の聖典・注釈文献に用いられる言語の
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特徴とは考え難い点21には注意が必要である。この点も、アパラージタにとってより自然な語形

に彼自身が改変した可能性は有り得るが、アパラージタが参照した元ソースが既に kappadi とい

う読みであったと考える方が自然であると見ることもできる。仮に後者の如く考えることが許さ

れるなら、その元ソースとは、我々には今のところ未知の、ヤーパニーヤ派の中で権威を有して

いた文献 ― 極言すれば BK と並行関係を有する「ヤーパニーヤ派版 BK」― であった可能性

をも視野に入れる必要があろう22。そしてそのような文献が、白衣派聖典とは別にシヴァーリア

の時点で既に成立していた可能性も、現時点では否定できない。

以上の問題は、アパラージタが権威あるものとして引用していることが明白な Kappa なる文

献にも当てはまる話である。語形上の問題は無論のこと（ussido や havadi など）、BK にこのよ

うな韻文は存在せず、BKBh にも、これに100％対応する詩節を見出すことはできない。

4．「ādi の省略」という解釈

・では、シヴァーリアが示す「tālapalamba というスートラでは ādi が省略されている」という

理解についてはどうか。まず、BK1．1‐5が ādi の省略を意図していたか否かを判断する材料は、

管見の限り BK 自身には存在しない。よって BK からは、BK1．1‐5の成立期の当初からそのよう

な理解が存在したかどうかを判断することはできない。しかし BKBh になると、シヴァーリア

やアパラージタ同様、当該の表現は tāla という単一の品種のみを指すのではなく、植物全般を

・指す表現であると解釈される。その解釈を提示する BKBh856は、クシェーマキールティ（Kse-

makīrti）の注釈を踏まえると以下の如く訳し得る：

・ ・ ・tala-gahanā u talassā na kappe sesāna kappaī nāmam /

・ ・ ・ ・・ ・ ・ega-ggahanā gahanam ditthanto hoi sālīnam //BKBh 856//

【問】しかし、tala という表現から、tala 樹の〔根などを受容することだけが〕不適切で、残

余の諸々の〔樹木の根などを受容することは〕適切だということ〔になってしまう〕。

【答】単一〔の品種〕の表現から、〔それと同種の全てのものが〕表現〔されるのである23。こ

の場合は〕諸々のシャーリ米の喩例が〔適用される〕。

BKBh の解釈によれば、単一の種を指す言葉であっても、それと同種のもの全てが含意される
・と理解するべきだ、という。但しそこで著者サンガダーサ（Sanghadāsa）が言う「シャーリ米

の喩例」については、BKBh 自身からは何を意図したものか明らかとならない。クシェーマキー

・ ・´ ・ルティによると、例えばある者が「シャーリ米が実った（nispannah sālih）」と言う場合、シャー

リ米は単数形である。だからといって、シャーリ米の一粒だけが実ったことをこの者は伝えたい

のではなく、その品種全体が実ったということを言おうとしているのである。それと同様、tālapra-

lamba なる表現も tāla だけではなく全ての諸樹木の類の pralamba が含まれていると理解するべ
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きだ、という24。

このように BKBh では、tāla が単一の品種を指すのではなく他の植物を含めた総称として用

いられている、という解釈が明示される。もっとも、シヴァーリアやアパラージタの如く端的に

「ādi が省略されている」と説明する箇所は、管見の限り BKBh に見出すことができない。また

前節でも述べた通り、アパラージタが引用する Kappa なる韻文文献と完全に一致する詩節も

BKBh には存在せず、Kappa では示されている tāla に対する語源解釈も BKBh には存在しな

い25。

5．おわりに

・以上、BhĀ1117に出現する tālapalambasuttammi という表現を手掛かりに、シヴァーリアお

よびアパラージタと白衣派聖典との関係を考えてきた。最後にそれらを纏めておく：

・1．BhĀ1117の tālapalamba- という語は BK1．1‐5に連続的に出現する。シヴァーリアの引用を

・見る限り、彼が言及する tālapalambasutta が BK1．1‐5を指すという想定は可能である。

・ ・ ・2．BhĀ1117の tālapalambasuttammi をアパラージタは“tālapalambam na kappadi”という形

で引用する。この読みを含む一文は現行 BK には存在しない。彼が Kappa という名の下で

引用する韻文文献についても BK の中には平行箇所が見出せず、BKBh にも存在しない。

3．tāla は単一の品種を指す語ではなく、他の植物の総称として理解するべきだという理解が、

BK の成立時に既に存在していたか否かは不明である。BKBh の段階では、シヴァーリアや

アパラージタと表現は異なるが、同様の理解が見られる。

・BhĀ 1117が提示する tālapalambasutta は、シヴァーリアの知的源泉を具体的に示す可能性が

あり、そういった明確な情報が BhĀ の中で見出し難い現状では貴重な記述と言えよう。しかし、

それに対して注釈を記すアパラージタの引用状況を踏まえると、更に様々な推定が可能なことは

上で述べた通りであって、我々にとっては未知の、いわばヤーパニーヤ派版 BK の如き存在26の

可能性をも視野に入れねばならない。本稿は僅か一例に基づいて可能性を指摘しただけであり、

今後も引き続きいかなる些細な記述も慎重に検討して、同種の情報を丁寧に回収していく必要が

ある。

【付記】本稿は、2014年10月25日に大谷大学で開催されたジャイナ教研究会29回研究会で「Bhagavatī

Ārādhanā と白衣派文献」と題し口頭発表した内容の一部を新たな視点からまとめ直したものである。

´ ・その発表で取り上げた十種の性的衝動（dasa kāmāvasthāh）については、河﨑（2014b）を参照された

い。なお本稿は平成24年～26年度科学研究費補助金（若手Ｂ）による研究成果の一部である。
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注

1 空衣派のいわゆる代用聖典における anuyoga と呼ばれる諸カテゴリーについて、簡便には JAINI

（1979：78‐87）を参照されたい。
2 ĀPV との関係については、予備的な報告を河﨑（2012）で行なったので参照されたい。
3 渡辺（1995a）（1995b）（1998）（2000）（2001）などを参照されたい。
4 これまでの筆者の研究を挙げておく：河﨑（2010）、（2011a）、（2011b）、（2012）、（2013a）、（2013b）、

（2014b）。現時点で判明している、BhĀ と他文献との平行・類似詩節／文の一覧は、『ジャイナ教研究』

21号で発表予定である。
5 この点については、WILES（2006）及びそこで挙げられる諸研究を参照されたい。
6 OETJENS（1976：12‐25）がこれまでの研究を纏めた上で1世紀前半という年代を提示している。これ

らの研究はジャイナ教徒が残した僧正系譜とジャイナ教徒がマハーヴィーラ入滅から起算した伝統的な

年代論を多かれ少なかれ基礎としていることには注意が必要である。

・・
7 BhĀ の主題である断食死次第の詳細は、白衣派聖典もしばしば記すところである。特に Painna 中で

同様のテーマを掲げる若干の韻文経典、例えば Bhattaparinnā と BhĀ との間には、しばしば顕著な並行

関係が見出され、双方の時代的前後関係は当然問題となる。ところで KAPADIA（2000：47）は、Bhatta-

・parinnā がマハーヴィーラから直に dīksā を受けた Vīrabhadra 某によって著されたという伝承を紹介し

・・ている。この伝承を鵜呑みにすることは無論できないが、一般に非常に成立が新しいと言われる Painna

諸経典の具体的な成立年代についても確たることは何も言えないのが現状である。
8 2刊本ともに hoi があるが、削除すれば韻律は正常化する。またそうすることで1118は ĀPV652と完

全なパラレルになる。

´9 アパラージタも、もう一人の注釈家であるアーシャーダラ（Āsādhara）も、等しく athavā lutto ttha

ādisaddo ...としているが、シヴァーリアの真意を反映した解釈か否かは問題である。もっとも、アミタ

´ガティ（Amitagati）による当該詩節の chāyā でも lupto ’thavādisabdo ’tra tālaprālambasūtravat とあり、

athavā を補うことが伝統的な解釈として定着していたようである。

´10 第一の定義は BhĀ421で示され、「〔jñāna, darsana, cāritra, tapas, vīrya という〕五種類の正行を、違反

・なく行ない、行なわせ、正行を指導する者 ― こういう者を、正しい行を具えている者という」（āyāram

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・pamcaviham caradi carāvedi jo niradicāram / uvadisadi ya āyāram eso āyāravam nama //）である。五

種類の正行については OKUDA（1975）を参照されたい。Mūlācāra 第5章のテーマはこれら五種類の正

行である。
11 この概念については、奥田（1973）を参照されたい。端的に言えば5samiti と3gupti からなる。
12 和訳はアパラージタ注を踏まえたものである。本詩節は ĀPV 256と類似する。またアパラージタは各

項目について詳細な注を記しているが、ここではそれらの検証は省く。
13 シヴァーリアがこの理解を提示するのはここが最初である。アパラージタは既に BhĀ 423への注釈冒

頭で、cela という表現が parigraha を暗示するものとし、実際には一切の所有対象の放棄を指すという
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・ ・ ・ ・ ・理解を示している（p.423: celagrahanam parigrahopalaksanam, tena sakalaparigrahatyāga ācelakyam ity

ucyate）。
14 アーシャーダラによる解釈はアパラージタのそれとほぼ同じであるため省略する。アパラージタが引

用する Kappa なる文献については完全に同一のそれをアーシャーダラも引いている。
15 Ｊ版・Ｄ版共に jāde とあるが不審。
16 BhĀ において grantha は「執着の対象としての所有物」の類義語として使用されている。この点につ

いては、将来 BhĀ における parigraha を検討する際に改めて議論したい。
17 tāledi daledi tti va taleva は難解である。筆者が与えた訳は暫定的なものに過ぎない。
18 SCHUBRING（1905：48）は Palmzapfen と訳す。ただし SCHUBRING（1905：37）が指摘する通り、後の

注釈家、例えばクシェーマキールティは、tāla を「タラ樹の実」、palamba を「根」と理解し、当該の複

・ ・ ・ ´・ ・ ・ ・合語は collective dvandva だと見做す（p.257: talah vrksavisesas tatra bhavam tālam tālaphalam

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・prakarsena lambate iti pralambam mūlam tālam ca pralambam ca tālapralambam samāhāradvandvah）。

・ ・・ ・この解釈は、BK1．1を引用する VBh183（duhato bhinna palambe māsiyasohi u vanniā kappe / tassa puna

・ ・ ・ ・ ・ ・imam dānam bhaniyam āloyanavihī ya //）に対するマラヤギリ（Malayagiri）の注釈でも見られる（pra-

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・lambam mūlam ... talo vrksah tatra bhavam tālam tālavrksaphalam）。なお Āy II1，8（376）では tāla-

・ ・ ・palamba を含む幾つかの palamba の類（palambajātam）が列挙された上で、それらが生でナイフによる

・ ・ ・変容を被っていない（āmam asatthaparinatam）ならば、男女ともに修行者がそれを受け取るべきでは
´ないとされている。この箇所に対し ĀyS（348b）は palambajāta を phalasāmānya と説明するに過ぎな

いが、解釈としては BKBh 等よりも自然であろう。
19 男女間で受持の条件に差がつく理由を、BK は明らかにしていない。この箇所を直接説明する BKBh

1046を、クシェーマキールティ注を参照しつつ見てみると、この差は例えば仏教の比丘尼集団が比丘集

団より多くの学処を課せられるのとは異なり、ジャイナ教では女性修行者たちには男性修行者よりも多

い6つのヴラタあるいは二倍のヴラタが課せられるということはなく、不淫のヴラタ（brahmavrata）

・ ・を守るがゆえに、女性修行者に未切断のものは許可されていない（na vi chammahavvayā nevam duguniyā

・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・jaha u bhikkhunīvagge / bambhavayarakkhanatthā na kappatī tam tu samanīnam //）という。
20 Kailaschandra Shastri はそのように考えているように思われる。
21 この現象は、アパラージタが白衣派聖典と思しきものを引用する他の箇所でも確認できる。例えば BhĀ

´423に対する注釈（p．327）でアパラージタが「『ダシャヴァイカーリカー』で述べられている（dasavaikā-

・ ・ ・・ ・ ・likāyām uktam）」として引用する、naggassa ya mumdassa ya dīhalomanahassa ya / mehunādo virattassa

・ ・kim vibhūsā karissadi //における mehunādo あるいは karissadi の如くである（ちなみにこの詩節は

・Dasaveyāliya 6．64［Jaina-Agama-Series］とかなり一致する）。同様に、Ācārāmga として彼が引用する

・ ・ ・ ・sudam me ... bhagavadā evam akkhādam における sudam や bhagavadā、akkhādam など（p．325）。
22 なぜ自説を証明するために異派の文献を引用せねばならないのか、という素朴だが当然の疑問は、ア

パラージタが引用している文献が（あるいは、シヴァーリアが言及する sutta も）、元から「ヤーパニー

ヤ派の聖典」だったという想定により、解消されるかもしれない。もっとも、ヤーパニーヤ派における
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白衣派聖典の位置づけは未だ明らかにされていない。この点は空衣派も同様である。一般に空衣派は白

衣派聖典の権威を否定したと言われるが、実際には幾つかの場合において空衣派の者が白衣派聖典につ

いての知識を披瀝し、また教証としても用いることを FUJINAGA（2007）が指摘している。

・ ・ ・ ・ ・ ・
23 Cf. BKBhK (p.274): ekagrahanāt tajjātīyānām sarvesām grahanam bhavati.

・ ・´ ・ ´ ・ ・ ・ ´ ・
24 BKBhK (p.274): yathā nispannah sālih ity ukte naika eva sālikano nispannah pratīyate kintu sālijātih

・ ・ ・ ・ ・ ・tathātrāpi tālapralambagrahanena na kevalasyaiva tālasya kintu sarvesām vrksajātīyānām pralambāny

upāttāni pratipattavyāni. もっとも、クシェーマキールティのように理解すると、実っているのはいずれ

にしても「シャーリ米」という単一の品種のみであり、他の品種の米が全て実ったことを意味するわけ

ではないから、喩例として適切と言いうるか疑問が残る。

・
25 BKBh847‐848は nāma, sthāpanā, dravya, bhāva という4つの niksepa から tāla を解釈するが、語源解

釈は提示されない。
26 仏教において異なる部派の、内容がそれぞれ微妙に異なる律や経が複数存在するのと同様の状況がジャ

イナ教においても存在したと想像されたい。

（かわさき ゆたか：人間文化研究所 客員研究員）
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